
健康保険証と健康保険証と

マイナンバーカードの一体化についてマイナンバーカードの一体化について

今
年
の
保
険
証
の
年
次
更
新
に

つ
い
て

　
例
年
通
り
令
和
６
年
７
月
下
旬
に
令
和

７
年
７
月
31
日
を
有
効
期
限
と
す
る
被
保

険
者
証
を
世
帯
主
宛
に
送
付
い
た
し
ま
す

の
で
、
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
も
有
効

期
限
ま
で
は
被
保
険
者
証
を
使
用
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

※�

廃
止
の
時
点
で
す
で
に
発
行
さ
れ
て
い

る
健
康
保
険
証
は
、経
過
措
置
に
よ
り
、

廃
止
日
か
ら
最
長
１
年
間
は
引
き
続
き

使
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
経
過
措
置

の
期
間
内
に
健
康
保
険
証
に
記
載
の
有

効
期
限
が
到
来
す
る
場
合
は
、
そ
の
有

効
期
限
ま
で
使
用
が
可
能
で
す
。

※�

70
歳
に
な
り
高
齢
受
給
者
証
資
格
を
取

得
さ
れ
る
等
の
理
由
で
有
効
期
限
が
令

和
７
年
７
月
31
日
以
前
の
日
付
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

八
頭
町
国
民
健
康
保
険
で
は

マ
イ
ナ
保
険
証
へ

マ
イ
ナ
保
険
証
へ

移
行
予
定

移
行
予
定

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が

切
れ
た
後
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
場
合

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
さ
れ
る
方

に
は
被
保
険
者
資
格
を
簡
易
的
に
把
握
で

き
る
よ
う
に
、「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
場
合

　
お
使
い
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が

切
れ
る
前
に
、
従
来
の
被
保
険
者
証
に
代

わ
る
「
資
格
確
認
書
」
を
送
付
す
る
予
定

で
す
。
現
在
の
被
保
険
者
証
と
同
様
に
医

療
機
関
で
、
ご
利
用
が
可
能
で
す
。

今
後
の
予
定

令
和
６
年
７
月
下
旬
　

　
被
保
険
者
証
を
送
付
（
年
次
更
新
）�

令
和
６
年
12
月
２
日
　
　

　
被
保
険
者
証
の
新
規
発
行
停
止�

※�

現
行
の
健
康
保
険
証
廃
止
ま
で
の
予
定

は
ご
加
入
の
健
康
保
険
組
合
等
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
ご
加
入
の
健
康
保
険
組
合
等
へ
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※�

上
記
内
容
は
４
月
１
日
時
点
で
の
情
報

で
す
の
で
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
に
つ
い
て

も
っ
と
知
り
た
い
場
合
は

　
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
に
つ

い
て
）
に
詳
細
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
参
考
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
保
険
証
と
は

　
マ
イ
ナ
保
険
証
と
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
登
録
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
こ
と
で
す
。
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　国の法改正に伴い、令和６年12月２日に現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証
（保険証利用登録がされたマイナンバーカード）を基本とする仕組みに移行することにな
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マ
イ
ナ
保
険
証
を
登
録
す
る
に
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
等
を
使

用
し
て
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
利
用
申
込

み
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
等
で
利
用
で
き
る
行
政

手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
ア
プ
リ
で

す
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
等
で
の

申
し
込
み
が
難
し
い
場
合
は
、
役
場
の
窓

口
で
登
録
の
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
の

で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
役
場
窓
口
ま

で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
に
は
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す
。

新
し
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
る
場
合

　
交
付
申
請
書
を
お
持
ち
の
方
は
写
真
を

添
付
し
て
の
郵
送
申
請
や
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読
み
取
っ
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
の

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
可
能
で
す
。

　
役
場
の
窓
口
で
も
交
付
申
請
書
の
発

行
、
写
真
撮
影
も
含
め
て
無
料
で
申
請
手

続
き
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
申
請

の
際
は
運
転
免
許
証
や
保
険
証
等
の
本
人

確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

※�

申
請
か
ら
カ
ー
ド
が
出
来
上
が
る
ま
で

に
は
１
か
月
ほ
ど
の
期
間
が
か
か
り
ま

す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
顔
写
真
付
の
カ
ー

ド
の
こ
と
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
付
き
カ
ー
ド
で

券
面
に
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
本
人
の
顔
写
真
等
が
表

示
さ
れ
ま
す
。

　
本
人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し

て
利
用
で
き
る
ほ
か
、自
治
体
サ
ー
ビ
ス
、

ｅ

－
Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子
証
明
書
を
利
用
し

た
電
子
申
請
等
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
に
も

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

有
効
期
限

◎�

カ
ー
ド
の
有
効
期
限
は
10
年
（
未
成
年

は
５
年
）、
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

は
５
年
で
す

　
有
効
期
限
の
２
～
３
か
月
前
を
目
途
に

有
効
期
限
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
読
み
い

た
だ
き
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

◎�

有
効
期
限
切
れ
の
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の

場
合

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
新
に
係
る

手
数
料
は
無
料
で
す
の
で
、
カ
ー
ド
と
本

人
確
認
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、
役
場
窓

口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

紛
失
し
た
時
は

◎
カ
ー
ド
の
一
時
停
止
手
続

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
機
能
停
止
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
０
１
２
０

－

９
５

－

０
１
７
８
※
音
声

ガ
イ
ダ
ン
ス
２
番
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
警
察
へ
の
届
出

　
お
近
く
の
警
察
署
で
遺
失
届
を
出
し
て

い
た
だ
き
、
遺
失
届
受
理
番
号
を
控
え
て

く
だ
さ
い
。

◎
役
場
で
の
再
申
請

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
本
人
確
認
書
類
を
役
場
窓

口
に
お
持
ち
い
た
だ
き
、
再
交
付
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

※�

紛
失
や
破
損
に
よ
る
再
交
付
の
場
合
は

手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

そ
の
他
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は

　
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
）

に
も
詳
細
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
参

考
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　

　
町
民
課
　
７
６

－

０
２
１
１

令
和
５
年
12
月
か
ら

顔
認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

作
れ
ま
す

　
暗
証
番
号
（
パ
ス
ワ
ー
ド
）
の
設

定
や
管
理
に
不
安
の
あ
る
方
の
負
担

軽
減
の
た
め
、
暗
証
番
号
の
設
定
を

不
要
と
し
た
新
た
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

カ
ー
ド
の
追
記
欄
に
「
顔
認
証
」
と

記
載
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
区
別
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

・
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用

・�

券
面
の
顔
写
真
や
個
人
情
報（
氏
名
、

生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
）
を
用
い

た
本
人
確
認
書
類
と
し
て
の
利
用

利
用
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス

・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

・
各
種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

・
そ
の
ほ
か
の
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
な
ど

　
詳
し
く
は
町
民
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

町民課からのお知らせ 町民課 ☎76-0205　船岡住民課 ☎72-0044　八東住民課 ☎84-1222
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